
『PCA給与シリーズ』における源泉控除対象配偶者区分の確認・修正方法について 

 

  以下の手順で源泉控除対象配偶者区分の確認 ・修正が行えます。 

  【ご注意】以下の作業を行う際は必ずバックアップを行ってください。 

 

【手順】 

① 令和6年の領域にて、「社員」-「社員更新」-「源泉控除対象配偶者チェック」

を起動します。 

 

② ［判断基準］にて、［社員本人の収入］を［当年 収入］、［配偶者合計所得］を

［当年 所得］を選択し、［入力開始］ボタンをクリックします。 

 



③ 源泉控除対象配偶者の［現在区分］と［判定区分］を確認します。 

※12月の給与・賞与をこれから入力される場合、本人の収入が確定していない

為、正しく判定されない場合があります。その場合は、［判定区分］の内容を

ご確認いただき、必要に応じて変更します。 

 

例①：11月末までの本人収入は850万円ですが、12月の給与で本人収入が900万

円（給与収入だけの場合は1,095万円）を超える場合など 

 

例②：給与所得は850万円ですが、「年末調整」-「年末調整控除項目入力」‐

［前職分・調整額］タブの［本人の合計所得］を含めると、合計所得が900万円

を超える場合など 

 

  



④ ［判定区分］の内容を社員マスターに反映する際は、対象社員にチェックが付

いていることを確認し、［一括反映］ボタンをクリックします。 

 

⑤ 確認画面が表示されますので、［実行］ボタンをクリックします。 

 

 

⑥ 画面上の源泉控除対象配偶者の［現在区分］が［対象外］になっていることを

確認し、作業は終了となります。 

 


